
水際措置変更のお知らせ 

 

ソロモン諸島入国の際の措置に変更がありましたのでお知らせします。 

 

●新型コロナウイルス感染症の影響下にある国からソロモン諸島に入国をする際は、ソロモン諸

島入国の７２時間以内の PCR 検査、１２時間以内の抗原検査の受検、および入国後１０日間の

隔離施設もしくは自宅での隔離が求められます。 

 

●隔離施設もしくは自宅での隔離を終了するためには、隔離開始から５、６、７日目いずれかの日

程で行う PCR 検査の結果が陰性であり、隔離の１０日目に行う PCR検査もしくは抗原検査の結

果が陰性である必要があります。 

 

＊変更が記載されている官報（No.73）は以下の URL でご確認いただけます。 

https://solomons.gov.sb/ministry-of-justice-and-legal-affairs/attorney-generals-

chambers/gazettes-legislation/ 

 

在ソロモン日本国大使館 

P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands 

Tel: +677-22953 

※緊急時の専用電話：（国番号）677-7491621／7494469 

E-mail japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp 

HP https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

Facebook https://www.facebook.com/japanemb.solomon/ 

Twitter https://twitter.com/JapanEmb_SI 
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